
 

i 

会社法制（株式・株主総会等関係）部会資料 １２－２ 

 

会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案（案） 

（変更点の説明付き） 

目次 

第１部 株式の発行の在り方に関する規律の見直し .......................... 1 
第１ 株式の無償交付の対象範囲の見直し .................................. 1 

１ 制度の具体的な枠組み .............................................. 1 
２ その他の検討事項 .................................................. 4 

第２ 株式交付制度の見直し .............................................. 4 
１ 株式交付の対象となる場面 .......................................... 4 
２ 株式交付の対象となる会社 .......................................... 5 
３ 株式交付の手続 .................................................... 5 

第３ 現物出資制度の見直し .............................................. 5 
１ 検査役の調査の制度の見直し ........................................ 5 
２ 不足額塡補責任の見直し ............................................ 5 
３ その他の検討事項 .................................................. 7 

第２部 株主総会の在り方に関する規律の見直し ............................ 8 
第１ バーチャル株主総会及びバーチャル社債権者集会 ...................... 8 

１ バーチャルオンリー株主総会の実施要件 .............................. 8 
２ バーチャルオンリー株主総会を実施する際の手続等 .................... 9 
３ 株主総会の決議の取消しの訴えの特則 ............................... 10 
４ 株主総会の延期又は続行 ........................................... 11 
５ 場所の定めのある株主総会の開催請求権 ............................. 11 
６ 規律の適用対象 ................................................... 11 
７ バーチャル社債権者集会 ........................................... 12 
８ 社債、株式等の振替に関する法律第８６条に規定する書面制度 ......... 13 

第２ 実質株主確認制度 ................................................. 14 
１ 株式会社から実質株主を確認する制度 ............................... 14 
２ 株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度 ................... 18 

第３ 株主総会のデジタル化に関するその他の検討事項 ..................... 21 
１ 書面交付請求制度の見直し ......................................... 21 
２ 書面による議決権の行使についての見直し ........................... 21 
３ 株主総会の招集の電磁的方法による通知についての見直し ............. 22 



 

ii 

第４ 「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し ................. 22 
１ 事前の議決権の行使がされた場合における株主総会の決議の合理化 ..... 22 
２ 株主総会の書面決議制度の見直し ................................... 26 
３ 社債権者集会の決議があったものとみなす制度の見直し ............... 27 
４ キャッシュ・アウトの手続の見直し ................................. 30 

第５ 株主提案権に関する規律の見直し ................................... 31 
１ 株主提案権の議決権数の要件の見直し ............................... 31 
２ 株主提案権の行使期限の見直し ..................................... 31 

第６ その他 ........................................................... 32 
１ 会社法第３１６条第２項に規定する調査者制度の見直し ............... 32 
２ 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し ....... 35 

第３部 企業統治の在り方に関する規律及びその他の規律の見直し ........... 36 
第１ 指名委員会等設置会社制度の見直し ................................. 36 

１ 指名委員会等の権限の見直し ....................................... 36 
２ 監査委員会の権限等の見直し ....................................... 36 

第２ 責任限定契約制度の見直し ......................................... 37 
第３ 事業報告等及び有価証券報告書の開示の合理化 ....................... 38 
 

 



 

1 

第１部 株式の発行の在り方に関する規律の見直し 

第１ 株式の無償交付の対象範囲の見直し 

１ 制度の具体的な枠組み 

  会社法（平成１７年法律第８６号）における使用人等に対する株式の

無償交付の具体的な枠組みとして、次の【Ａ案】若しくは【Ｂ案】のい5 

ずれか又は双方によるものとする。ただし、結論を得るに当たっては、

使用人等に無償交付される株式の労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

上の「賃金」該当性について整理が必要である。 

【Ａ案】株主総会の決議を要件とせずに取締役会の決議のみで使用人等に

対する株式の無償交付を可能にすることとした上で、有利発行規制に10 

服するものとして、次の(1)から(5)までの規律を設ける。 

(1) 上場会社（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号。以下「金商

法」という。）第２条第１６項に規定する金融商品取引所に上場されて

いる株式を発行している株式会社をいう。以下同じ。）は、取締役会の

決議により当該上場会社の使用人又は当該上場会社の子会社の取締役、15 

会計参与、監査役、執行役若しくは使用人（以下「使用人等」という。）

に対する募集株式の割当てに関する方針として法務省令で定める事項

（注１）を定めた場合において、当該定めに従いその発行する株式又

はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、会社法

第１９９条第１項第２号及び第４号に掲げる事項を定めることを要し20 

ない。この場合において、当該上場会社は、募集株式について次に掲

げる事項を定めなければならない。 

ア 当該定めに従い当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分を

するものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は会社法

第１９９条第１項第３号の財産の給付（以下「金銭の払込み等」とい25 

う。）を要しない旨 

イ 募集株式を割り当てる日 

(2) (1)に掲げる事項を定める場合において、募集株式と引換えにする金

銭の払込み等を要しないこととすることが募集株式を引き受ける者に

特に有利な条件であるときは、会社法第２０１条の規定は、適用しな30 

い。 

(3) 募集株式と引換えにする金銭の払込み等を要しないこととすること

が募集株式を引き受ける者に特に有利な条件であるときは、取締役は、

会社法第１９９条第２項の株主総会において、当該条件でその者の募

集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 35 
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(4) (1)に掲げる事項を定めた場合における会社法第１９９条第２項の

規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号（第

２号及び第４号を除く。）並びに(1)ア及びイ」とする。この場合にお

いては、会社法第２００条及び第２０２条の規定は、適用しない。 

(5) (1)の規定による株式の発行により資本金又は準備金として計上す5 

べき額については、法務省令で定める。 

（注１）法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とすることを想定している。 

① 当該上場会社が募集株式と引換えにする金銭の払込み等を要しない旨を

定めてその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集

をする場合における募集株式を引き受ける者（使用人等に限る。）の範囲 10 

② ①に規定する場合において、使用人等が引き受ける募集株式の数の上限 

③ 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを使用

人等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要 

④ 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該上場会社に無

償で譲り渡すことを使用人等に約させることとするときは、その旨及び当該15 

一定の事由の概要 

⑤ ③及び④に掲げる事項のほか、使用人等に対して当該募集株式を割り当

てる条件を定めるときは、その条件の概要 

⑥ 労働基準法を遵守する旨 

（注２）①(1)の方針を定めているときは、当該方針の内容の概要、②当該事業年20 

度中に当該上場会社の使用人又は当該上場会社の子会社の役員及び使用人に

対して当該上場会社が交付した株式があるときは、それぞれについての株式の

数及び株式の交付を受けた者の人数を事業報告の内容に含めなければならな

いものとする。 

【Ｂ案】株主総会の決議により使用人等に対する株式の無償交付を可能に25 

することとした上で、有利発行規制に服しないものとして、次の(1)か

ら(4)までの規律を設ける。 

(1) 上場会社は、(2)の規定による定めがある場合において、当該定めに

従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募

集をするときは、会社法第１９９条第１項第２号及び第４号に掲げる30 

事項を定めることを要しない。この場合において、当該上場会社は、

募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。 

ア 当該定めに従い当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分を

するものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み等を要しな

い旨 35 

イ 募集株式を割り当てる日 



 

3 

(2) 上場会社は、株主総会の普通決議によって、次に掲げる事項を定め

ることができる。 

ア 当該上場会社が募集株式と引換えにする金銭の払込み等を要しな

い旨を定めてその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受

ける者の募集をする場合における募集株式を引き受ける者（使用人5 

等に限る。）の範囲 

イ アに規定する場合において、使用人等が引き受ける募集株式の数

の上限その他法務省令で定める事項（注１） 

(3) (1)に掲げる事項を定めた場合における会社法第１９９条第２項の

規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号（第10 

２号及び第４号を除く。）並びに(1)ア及びイ」とする。この場合にお

いては、会社法第２００条及び第２０２条の規定は、適用しない。 

(4) (1)に規定する定めに基づく株式の発行により資本金又は準備金と

して計上すべき額については、法務省令で定める。 

（注１）法務省令で定める事項は、【Ａ案】（注１）③から⑥までと同じとすること15 

を想定している。 

（注２）①(2)の規定による定めがあるときは、当該定めの内容の概要、②当該事

業年度中に当該上場会社の使用人又は当該上場会社の子会社の役員及び使用

人に対して当該上場会社が交付した株式があるときは、それぞれについての株

式の数及び株式の交付を受けた者の人数を事業報告の内容に含めなければな20 

らないものとする。 

（後注１）非上場会社については、上場会社における制度の具体的な枠組みの内容

等を踏まえ、引き続き検討する。 

（後注２）上場会社の監査役及び会計参与についても、株式の無償交付の対象者に

含めることを想定している。 25 

 

（補足説明） 

 第１１回会議における議論を踏まえ、【Ａ案】及び【Ｂ案】の規律をいずれ

も設ける考え方があることについては、後注として注記するのではなく、柱

書に記載して明確化している。 30 

なお、第１１回会議では、子会社の役員及び従業員を株式の無償交付の対

象者に含めると、親会社の利益を優先して子会社の少数株主の利益を害する

という不適切なインセンティブとなり得ることについて問題提起があった。

この点については、【Ａ案】及び【Ｂ案】では、子会社の役員及び従業員に対

して親会社の株式を無償交付することによって当該子会社の企業価値を上昇35 

させ、間接的に親会社の企業価値を上昇させることが期待できるため、当該
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子会社の少数株主の利益の観点からみても合理性があると考えることもでき、

親会社の利益が優先されて当該子会社の少数株主の利益が損なわれ得るとい

う問題は、子会社の役員の責任追及によって対応すれば足りるという考え方

を前提としている。 

 5 

２ その他の検討事項 

(1) 現物出資構成について 

いわゆる現物出資構成について、制度の具体的な枠組み（前記１）の

内容を踏まえつつ、次のいずれかの案によるものとする。 

【Ａ案】現物出資構成については、現行法の規律の見直しをしない（株10 

式の無償交付の具体的な枠組みの規律を及ぼさない。）。 

【Ｂ案】現物出資構成についても、株式の無償交付の具体的な枠組みの

規律を及ぼす。 

(2) 新株予約権の行使時の金銭の払込み等を要しない新株予約権の発行 

使用人等に対して新株予約権を発行する場合について、前記１と同15 

様の規律を及ぼした上で、新株予約権の行使に際して金銭の払込み又

はその行使に係る新株予約権についての会社法第２３６条第１項第３

号の財産の給付（以下「新株予約権の行使時の金銭の払込み等」とい

う。）を要しないものとする。 

 20 

（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、本文(1)【Ａ案】について、現行法の

規律の見直しをしない案であること（同時に、本文(1)【Ｂ案】が現行法の規

律の見直しをする案であること）を明確化している。 

 25 

第２ 株式交付制度の見直し 

１ 株式交付の対象となる場面 

(1) 子会社の株式を追加取得する場合を株式交付の対象とすることに関

し、次のいずれかの案によるものとする。 

【Ａ案】子会社の株式を追加取得する場合を一般的に株式交付の対象30 

とする。 

【Ｂ案】次のア若しくはイに掲げる場合のいずれか又は双方を株式交

付の対象とする。 

ア 株式交付計画において当該株式交付の効力発生日の後に株式

交付子会社の株式を追加取得する旨を定めた場合における当該35 

追加取得をする場合 
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イ 子会社の株式を所定の割合（総株主の議決権の３分の２、１０

分の９又は全部とすることを想定している。）まで追加取得する

場合 

(2) 株式会社を会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条

第３項第２号及び第３号に掲げる場合における子会社とする場合を株5 

式交付の対象とするものとする。 

 

２ 株式交付の対象となる会社 

(1) 持分会社を子会社とする場合を株式交付の対象とするものとする。 

(2) 外国会社（外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団10 

体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。）を子

会社とする場合を株式交付の対象とするものとする。 

 

３ 株式交付の手続 

株式交付親会社における債権者保護手続を廃止するものとする。 15 

（注）株式交換完全親株式会社（株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭

等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令

で定めるもののみである場合以外の場合（会社法第７６８条第１項第４号ハに

規定する場合を除く。）に限る。）における債権者保護手続も廃止するものとす

る。 20 

 

第３ 現物出資制度の見直し 

１ 検査役の調査の制度の見直し 

株主総会の特別決議による検査役の調査の省略について、次の規律を

設けるものとする。 25 

株主総会の特別決議により現物出資財産について会社法第１９９条第

１項第３号の価額を定めた場合には、当該価額については、会社法第２

０７条第１項から第８項までの規定は、適用しない。この場合において、

取締役は、会社法第１９９条第２項の株主総会において、現物出資財産

の評価の方法、評価額その他の現物出資財産について定められた同条第30 

１項第３号の価額が相当である理由を説明しなければならない。 

 

２ 不足額塡補責任の見直し 

(1) 現物出資者の不足額塡補責任 

 ア 責任の発生要件 35 

募集株式の引受人（現物出資財産を給付する者に限る。以下「現物
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出資者」という。）の不足額塡補責任の発生要件に関し、次のいずれ

かの案によるものとする。 

【Ａ案】現物出資者は、募集事項の決定の時におけるその給付した現

物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１９９条

第１項第３号の価額に著しく不足する場合において、取締役（指5 

名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役）と通じて募

集株式を引き受けたとき〔又は現物出資者が現物出資財産の評

価のために重要な事項について故意若しくは重大な過失により

株式会社に対して虚偽の説明をしたとき〕に限り、後記イの責任

を負う。 10 

【Ｂ案】現物出資者は、募集事項の決定の時におけるその給付した現

物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１９９条

第１項第３号の価額に著しく不足する場合には、後記イの責任

を負う。 

イ 責任の内容 15 

現物出資者の不足額塡補責任の内容に関し、次のいずれかの案によ

るものとする。 

【Ａ案】現物出資者は、前記アの要件を満たすときは、株式会社に対

し、決定時不足額（募集事項の決定の時におけるその給付した現

物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１９９条20 

第１項第３号の価額に著しく不足する場合の不足額をいう。（注）

以下同じ。）を支払う義務を負う。 

【Ｂ案】株式会社は、前記アの要件を満たすときは、現物出資者に対

し、決定時不足額を払込金額で除して得た数（その数に一に満た

ない端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。）の株式を25 

当該株式会社に無償で譲渡することを請求することができる。 

（注）決定時不足額の定義に関しては、募集事項の決定の時におけるその給付した

現物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１９９条第１項第３

号の価額に著しく不足する場合の不足額又は会社法第２０９条第１項の規定

により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額30 

がこれについて定められた会社法第１９９条第１項第３号の価額に不足する

額のいずれか低い額とする考え方もある。 

(2) 取締役等及び証明者の不足額塡補責任 

取締役等（会社法第２１３条第１項に規定する取締役等をいう。以

下同じ。）及び証明者（現物出資財産について定められた会社法第１９35 

９条第１項第３号の価額が相当であることについて証明をした者をい
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う。以下同じ。）の不足額塡補責任に関し、次のいずれかの案によるも

のとする。 

【Ａ案】取締役等及び証明者は、募集事項の決定の時におけるその給

付した現物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１

９９条第１項第３号の価額に著しく不足する場合には、株式会社5 

に対し、決定時不足額について、立証責任の転換がされない過失

責任を負う。 

【Ｂ案】取締役等及び証明者は、募集事項の決定の時におけるその給

付した現物出資財産の価額がこれについて定められた会社法第１

９９条第１項第３号の価額に著しく不足する場合には、株式会社10 

に対し、決定時不足額について、立証責任の転換がされた過失責

任を負う。 

（注）決定時不足額の定義に関しては、現物出資者について前記(1)の注の考え方

を採る場合には、取締役等及び証明者についても同様の考え方を採ることを想

定している。 15 

 

３ その他の検討事項 

(1) 新株予約権の行使の際の現物出資に関する規律 

金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする

場合の規律について、前記１及び２と同様の規律を及ぼすものとする。 20 

(2) 設立の際の現物出資に関する規律 

設立に際して金銭以外の財産を出資する場合の規律について、前記

１及び２と同様の規律を及ぼさないものとする。 

 

  25 



 

8 

第２部 株主総会の在り方に関する規律の見直し 

第１ バーチャル株主総会及びバーチャル社債権者集会 

１ バーチャルオンリー株主総会の実施要件 

場所の定めのない株主総会（以下「バーチャルオンリー株主総会」と

いう。）を実施するための要件（以下「実施要件」という。）として、次の5 

(1)から(3)までの規律を設けるものとする。 

(1) 株式会社は、株主総会の場所を定めないことができる旨を定款で定

めることができる。（注１）（注２） 

(2) 株式会社（会社法第２９７条第４項の規定により株主が株主総会を

招集する場合にあっては、当該株主。以下１から３までにおいて同じ。）10 

は、株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法として

インターネットを使用することに支障のある株主の利益を確保するた

めの措置として、次のアからエまでのいずれかの措置をとらなければ

ならない。 

ア 後記２(1)イの通信の方法を使用することに支障のある株主の希15 

望により、当該通信の方法を使用するために必要となる機器の貸出

しをすること。 

イ 後記２(1)イの通信の方法として電話を定めること。 

ウ 会社法第２９８条第１項第３号に掲げる事項を定めること。 

エ アからウまでの措置をとらないことについて、株主の全員の同意20 

を得ること。 

(3) 株式会社は、合理的に必要と認められる範囲内において、株主総会

の議事における情報の送受信を、即時に、かつ相互に行うことができ

る通信の方法を使用しなければならない。 

（注１）定款の定めを実施要件としない考え方もあるが、この考え方を採る場合に25 

は、一定の割合の議決権を有する単独又は複数の株主に対して後記５の場所の

定めのある株主総会の開催請求権を認めることなど、株主の意思を反映させる

ための代替手段を併せて検討する必要がある。 

（注２）この試案に基づく改正法の施行日において産業競争力強化法（平成２５年

法律第９８号）第６６条第１項の規定により株主総会を場所の定めのない株主30 

総会とすることができる旨の定款の定めのある株式会社は、施行日を効力発生

日とする(1)による定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす

ことを想定している。 

 

（補足説明） 35 
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第１１回会議における議論を踏まえ、注１について、定款の定めを実施要

件としない考え方を採る場合には、株主の意思を反映させるための代替手段

について、後記５の場所の定めのある株主総会の開催請求権を認めることに

限定せず検討する必要があることを明確化している。 

また、この見直しを行う改正法の施行日よりも前に産業競争力強化法第６5 

６条第１項の規定により株主総会を場所の定めのない株主総会とすることが

できる旨の定款の定めがある株式会社については、当該株式会社の定款には

本文(1)の規定による定めがあるものとみなすことを想定している旨を注記

している。 

 10 

２ バーチャルオンリー株主総会を実施する際の手続等 

バーチャルオンリー株主総会を実施する際の手続等に関して、次の(1)

から(4)までの規律を設けるものとする。 

(1) 招集の決定事項及び招集の通知事項に次のアからオまでの事項を加

える（ただし、オは招集の通知事項のみ）。 15 

ア 「株主総会の場所」に代えて「株主総会の場所を定めない旨」 

イ 株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法 

ウ 株主が会社法第３１１条第１項又は第３１２条第１項の規定によ

る議決権の行使をした場合において、当該株主が株主総会の議事に

おける情報の送受信に用いる通信の方法を使用したときにおける当20 

該議決権の行使の効力の取扱い 

エ 前記１(2)の措置の内容 

オ 株主が株主総会の議事において前記イの通信の方法（通信障害が

生じた場合に代替する通信の方法を含む。）を用いて情報の送受信を

するために必要な事項 25 

(2) 株主総会の議事録の記載事項に次のア及びイの事項を加える。 

ア 株主総会の議事における情報の送受信に用いた通信の方法 

イ 株主総会の場所を定めなかった旨 

(3) 株式会社は、株主総会の議事における通信履歴及び通信内容（注１）

を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（以下「通信記録等」とい30 

う。）を作成し、株主総会の日から一定の期間（注２）、当該通信記録

等を保存しなければならない。 

(4) 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らか

にして、通信記録等の閲覧又は謄写の請求をすることができ、株式会

社は、一定の場合（会社法第３１１条第５項各号と同様の規律を設け、35 

これらのいずれかに該当する場合を想定している。）を除き、これを拒
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むことができない。（注３） 

（注１）保存することが求められる通信記録等の具体的内容については、議事進行

の適正性の事後検証に必要な情報として、㋐株主の出席・退席の状況（システ

ムへのアクセス状況）、㋑株主総会において取り上げられなかった質問や動議

の提出状況及びその内容、㋒株主の議決権行使の状況、㋓その他株式会社と株5 

主の間のやり取り（株式会社と株主の間のチャットでのやり取りのうち、質問

や動議に該当しないもの等）などとすることが考えられるが、引き続き検討す

る。 

（注２）保存期間については、株主総会の議事録と同様に１０年間とする考え方や、

それより短い期間（例えば、１年間）とする考え方があり、引き続き検討する。 10 

（注３）株主による通信記録等の閲覧又は謄写について、当該株主が裁判所の許可

を得ることを要件とする考え方もある。 

 

（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、注１において、保存することが求め15 

られる通信記録等の具体的内容について、注１の㋐から㋓までとすることが

考えられるものの、この点については引き続き検討する必要があることを明

確化している。 

 

３ 株主総会の決議の取消しの訴えの特則 20 

バーチャルオンリー株主総会における株主総会の決議の取消しの訴え

の特則（セーフハーバールール）に関し、次の規律を設けるものとする。 

株式会社が合理的に必要と認められる範囲内において通信障害対策措

置（通信障害対策が講じられた通信の方法を使用することをいい、通信

障害が生じた場合に代替する通信の方法を使用することを含む。以下同25 

じ。）をとった場合において（注１）、通信障害により株主総会の決議の

方法が法令又は定款に違反したときは、次の(1)又は(2)のいずれかに該

当するときに限り、株主総会の決議取消事由となる。 

(1) 株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じたこと。（注

２） 30 

(2) 通信障害により株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反した事

実が決議に影響を及ぼすものであること。 

（注１）通信障害対策措置をとることについては、セーフハーバールールの適用要

件ではなく、前記１の実施要件とする考え方もある。 

（注２）故意又は重大な過失の対象について、「通信障害による取消事由が生じた35 

こと」とする考え方もある。 
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（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、株主総会の決議取消事由となる場合

について、「(1)及び(2)のいずれにも該当するときに限り」を「(1)又は(2)の

いずれかに該当するときに限り」に改めている。 5 

また、故意又は重大な過失の対象について、「通信障害が生じたこと」では

なく「通信障害による取消事由が生じたこと」とする考え方もある旨を注記

している。 

 

４ 株主総会の延期又は続行 10 

バーチャルオンリー株主総会の延期又は続行に関して、通信障害によ

り株主総会の議事に著しい支障が生じる場合には当該株主総会の議長が

当該株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議がある場

合において、当該決議に基づく議長の決定があったときは、会社法第２

９８条及び第２９９条の規定は適用しない旨の規律を設けるものとする。 15 

（注）議長が株主総会の延期又は続行の決定をした場合の株主への通知に関する規

律を別途設けるかについては、引き続き検討する。 

 

５ 場所の定めのある株主総会の開催請求権 

株主に対して場所の定めのある株主総会の開催請求権を認めないもの20 

とする。 

（注１）会社法第２９７条に基づき株主が株主総会の招集を請求し、当該請求に基

づいて株式会社が株主総会を招集する場合には、当該株主は、株式会社に対し

て、場所の定めのある株主総会とすることを請求することができるものとする

考え方がある。 25 

（注２）株式会社は、一定の場合（基本的に、一定割合以上の議決権を有している

株主からの請求があった場合を想定している。）には、株主に対して場所の定

めのある株主総会の開催請求権を認める旨を定款で定めることができるもの

とする考え方がある。 

 30 

６ 規律の適用対象 

(1) 規律の適用対象となる株式会社の範囲については、非上場会社を含

む全ての株式会社を対象とするものとする。 

(2) ハイブリッド出席型バーチャル株主総会（物理的な場所を定めて株

主総会を開催するとともに、株主総会の場所にいない株主もインター35 

ネット等の通信方法を用いて株主総会に出席することができる株主総
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会をいう。以下同じ。）については、バーチャルオンリー株主総会に関

する規律の具体的内容を踏まえつつ、規律を設けるか否かを引き続き

検討するものとし、規律を設ける場合には、基本的に、招集の決定事

項及び招集の通知事項に関する規律（前記２(1)イ、ウ及びオ）、株主

総会の議事録の記載事項（前記２(2)ア）並びに株主総会の決議の取消5 

しの訴えの特則（セーフハーバールール）に関する規律（前記３）に限

定して規律を設ける方向で引き続き検討するものとする。 

 

（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、本文(2)の趣旨が明らかになるよう10 

に、「規律を設けるか否かを引き続き検討するものとし、規律を設ける場合に

は」との記載を追加している。 

 

７ バーチャル社債権者集会 

場所の定めのない社債権者集会（以下「バーチャルオンリー社債権者15 

集会」という。）に関して、次の(1)から(4)までの規律を設けるものとす

る。 

(1) バーチャルオンリー社債権者集会を実施するための要件（注１） 

社債権者集会を招集する者（以下「招集者」という。）は、合理的に

必要と認められる範囲内において、社債権者集会の議事における情報20 

の送受信を、即時に、かつ相互に行うことができる通信の方法を使用

しなければならない。 

(2) バーチャルオンリー社債権者集会を実施する際の手続等 

ア 招集の決定事項及び招集の通知事項に、前記２(1)アからウまで及

びオの事項を加える（ただし、オは招集の通知事項のみ）。 25 

イ 社債権者集会の議事録の記載事項に、前記２(2)ア及びイの事項を

加える。 

ウ 招集者は、社債権者集会の議事における通信履歴及び通信内容を

記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、社債発行会社

は、社債権者集会の日から一定の期間（注２）、当該書面又は電磁的30 

記録を保存しなければならない。 

(3) 社債権者集会の決議の不認可の特則 

招集者が合理的に必要と認められる範囲内において通信障害対策措

置をとった場合において、通信障害により社債権者集会の決議の方法

が法令又は定款に違反したときは、次のア又はイのいずれかに該当す35 

るときに限り、社債権者集会の決議の不認可事由となる。 
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ア 招集者の故意又は重大な過失によって通信障害が生じたこと。 

イ 通信障害により社債権者集会の決議の方法が法令又は定款に違反

した事実が決議に影響を及ぼすものであること。 

(4) 社債権者集会の延期又は続行 

通信障害により社債権者集会の議事に著しい支障が生じる場合には5 

当該社債権者集会の議長が当該社債権者集会の延期又は続行を決定す

ることができる旨の決議がある場合において、当該決議に基づく議長

の決定があったときは、会社法第７１９条及び第７２０条の規定は、

適用しない。（注３） 

（注１）原則として募集事項に定めがなくとも社債権者集会の場所を定めないこと10 

ができるものとし、募集事項に「場所を定めないことはできない」旨の定めが

ある場合にはバーチャルオンリー社債権者集会を実施できないものとするこ

とを想定しているが、募集事項に定めがある場合に限って社債権者集会の場所

を定めないことができるとする考え方もある。 

（注２）前記２(3)と同じ期間とすることを想定している。 15 

（注３）議長が社債権者集会の延期又は続行の決定をした場合の社債権者への通知

に関する規律を別途設けるかについては、引き続き検討する。 

 

（補足説明） 

前記３の株主総会の決議の取消しの訴えの特則についての変更と同様に、20 

社債権者集会の決議不認可事由となる場合について、「ア及びイのいずれにも

該当するときに限り」を「ア又はイのいずれかに該当するときに限り」に改

めている。 

 

８ 社債、株式等の振替に関する法律第８６条に規定する書面制度 25 

社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号。以下「振

替法」という。）第８６条に規定する書面制度に関し、次のいずれかの案

によるものとする。 

【Ａ案】振替法第８６条に基づき、振替社債の社債権者が社債権者集会に

おいて議決権を行使するには書面による証明書の提示が必要である30 

ことについて、電磁的記録による証明書の提示も可能とする。（注１）

（注２）（注３） 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 

（注１）電磁的記録による証明書を作成・管理するシステムの技術的要件として、

当該証明書のオリジナルデータを特定することを可能とする措置が講じられ35 

ていることを求めるかについては、引き続き検討する。 
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（注２）注１の技術的要件を求める場合に、電磁的記録による証明書の提示につい

て、負担が増加し得る社債権者と社債発行会社との合意を要するものとした上

で、両者の個別の合意に代えて、社債発行会社が募集事項として、電磁的記録

による証明書の提示を可能とする旨を定めなければならないものとするかに

ついては、引き続き検討する。 5 

（注３）注１の技術的要件を求めない場合に、社債発行会社等が振替機関又は口座

管理機関に対して、振替社債の権利者に関する情報の提供を求めることができ

るものとするかどうかについては、引き続き検討する。 

 

（補足説明） 10 

 第１１回会議における議論を踏まえ、注２の趣旨が明らかになるように、

「電磁的記録による証明書の提示については社債権者と社債発行会社との合

意を要する」を「電磁的記録による証明書の提示について、負担が増加し得

る社債権者と社債発行会社との合意を要する」に改めている。 

 15 

第２ 実質株主確認制度 

１ 株式会社から実質株主を確認する制度 

(1) 株式会社から実質株主を確認する制度について、その趣旨を「株式

会社と株主との間の建設的な対話の促進」に求めることとした上で、

次のアからオまでの規律を設けるものとする。 20 

 ア 上場会社は、仲介機関（注１）である名義株主に対し、当該名義株

主が有する当該上場会社の株式についての直近仲介機関（仲介機関

が株式仲介業務（注１）を提供している他の仲介機関をいう。以下

同じ。）又は指図権者（仲介機関以外の者であって、信託契約その他

の契約又は法律の規定に基づき、仲介機関に対して上場会社の株式25 

に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する

者〔（当該権限を有する者がその権限の全てを第三者に委任している

場合には、その委任を受けた者に限る。）〕をいう。以下同じ。）に係

る情報（注２）を、イ及びウに定めるところにより提供することを

請求することができる。 30 

イ アの規定による請求又はこの規定による通知を受けた仲介機関は、

当該請求に係る株式について当該仲介機関の直近仲介機関がある場

合には、一定の期間内（注３）に、当該直近仲介機関に対し、当該仲

介機関が請求又は通知を受けた旨を通知しなければならない。 

ウ アの規定による請求又はイの規定による通知を受けた仲介機関は、35 

当該仲介機関が請求又は通知を受けてから一定の期間内（注４）に、
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当該請求をした上場会社に対し、次の①から③までに掲げる場合の

区分に応じ、当該①から③までに定める事項に係る情報を提供しな

ければならない。 

① 当該仲介機関が有する又は株式仲介業務の提供を受ける当該上

場会社の株式（以下「確認対象株式」という。）について当該仲介5 

機関の直近仲介機関がある場合 直近仲介機関ごとに、その氏名

又は名称、会社法人等番号（直近仲介機関が法人であり、かつ、判

明している場合に限る。）、住所、電子メールアドレス（判明してい

る場合に限る。）及び当該直近仲介機関に提供している株式仲介業

務に係る確認対象株式の数 10 

② 確認対象株式について当該仲介機関に対する指図権者がある場

合 指図権者ごとに、その氏名又は名称、会社法人等番号（指図権

者が法人であり、かつ、判明している場合に限る。）、住所、電子メ

ールアドレス（判明している場合に限る。）及び当該指図権者が議

決権の行使について指図を行うことができる権限を有する確認対15 

象株式の数 

③ 確認対象株式に①又は②のいずれにも該当しないものがある場

合 その株式の数 

エ イ又はウの規定による情報の提供又は通知に要する費用は、アの

規定による請求をした上場会社の負担とする。（注５） 20 

オ 次に掲げる者は、過料に処する。（注６） 

① 故意又は重大な過失によりイの規定による通知をせず、又は虚

偽の通知をした者 

② 故意又は重大な過失によりウの規定による情報の提供をせず、

又は虚偽の情報を提供した者 25 

(2) 実質株主による株主総会への代理出席及び議決権の代理行使につい

て、次のア及びイの規律を設けるものとする。（注７） 

 ア 仲介機関である名義株主が、(1)ウの規定により上場会社に情報が

提供されたその指図権者を代理人として議決権を行使することを禁

止する旨の定款の定めは、その効力を有しない。 30 

 イ アの場合における議決権の行使については、会社法第３１０条第

５項の規定は、適用しない。 

（注１）「仲介機関」とは、「信託業法第２条第２項に規定する信託会社、銀行法第

２条第１項に規定する銀行、金商法第２条第９項に規定する金融商品取引業者、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の認可を受けた金融35 

機関その他の者で、第三者のために、株式の所有、保管若しくは管理又は証券
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口座の管理（以下「株式仲介業務」という。）を業として行う者（金商法第２

８条第４項に規定する投資運用業として当該株式についての株式仲介業務を

行う者及び当該者に当該株式仲介業務を委託する者並びに振替法第２条第２

項に規定する振替機関を除く。）」をいうものとすることを想定しているが、実

務の知見も踏まえつつ、引き続き検討する。 5 

（注２）確認の基準時に関し、一定の制限を設けることや、期間制限を設けること

の要否については、引き続き検討する。 

（注３）直近仲介機関に対する請求の通知（転送）期限については、①ＥＵ（欧州

連合）第二次株主権利指令（Shareholder Rights DirectiveⅡ。Directive (EU) 

2017/828 による改正後の Directive 2007/36/EC をいう。以下同じ。）と同様10 

に、営業日の１６時までに受領した請求については同日中に、１６時より後に

受領した請求については翌営業日の１０時までにとする考え方や、②より長い

期間として、例えば３営業日以内とする考え方などがある。 

（注４）通知を受けた仲介機関が上場会社に情報を提供するまでの期限については、

上場会社が指定した回答の基準日又は請求受領日のいずれか遅い方の日を起15 

算日として、①ＥＵ第二次株主権利指令と同様に、翌営業日までとする考え方

や、②より長い期間として、例えば㋐３営業日以内とする考え方、㋑７日以内

とする考え方などがある。 

（注５）仲介機関による不当な費用の請求を防止する観点や上場会社側の予測可能

性を確保する観点から、仲介機関に費用額の事前の開示を求めて差別的な費用20 

の請求を禁止することや、１回の確認請求において各仲介機関が上場会社に請

求できる費用の上限額や上場会社が全仲介機関に支払う費用の総額の上限額

を設けることなど、一定の手当てを設けることの要否については、引き続き検

討する。 

（注６）制度の実効性を確保するための規律として、違反者の議決権を停止する考25 

え方もあるが、議決権の停止という重い制裁を課すことを正当化するには、株

式会社と株主との間の建設的な対話の促進という制度の趣旨だけでなく、株式

会社の支配に関する重要な情報の把握などの趣旨を加える必要があるとの指

摘がある。 

（注７）(1)の制度の創設に伴い、建設的な対話の促進という制度の趣旨に基づき、30 

株式会社の対話の相手方として類型的に適切と思われる者として「指図権者」

が会社法上定義されることを踏まえて、①名義株主が代理人とすることができ

る指図権者の範囲を、（この制度を通じて仲介機関から上場会社に情報が提供

された指図権者に限らず）全ての指図権者とする考え方や、②将来的な見直し

において、指図権者が（代理人ではなく）本人として株主総会への出席、議決35 

権の行使、株主提案権の行使等をすることを認めることも検討するとの考え方
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もある。 

 

（補足説明） 

１ 制度の趣旨の明確化 

第１１回会議における議論を踏まえ、本文(1)の柱書において、その制度5 

の趣旨を「株式会社と株主との間の建設的な対話の促進」に求めることを

明記している。 

２ 期限に関する注記の調整 

第１１回会議における議論を踏まえ、注３及び注４に記載している①直

近仲介機関への請求の通知期限（転送期限）及び②上場会社への情報提供10 

期限の例示の一部がＥＵ第二次株主権利指令を参照した考え方であること

を追記している。 

３ 実質株主による株主総会への出席等について 

第１１回会議では、実質株主による株主総会への代理出席及び議決権の

代理行使について、反対する意見もあったものの、少なくとも一定の範囲15 

では代理出席等を認める旨の規律を設けることを支持する意見が多数あっ

た。もっとも、その範囲をめぐっては、①この制度を通じて上場会社が把

握した指図権者のみを対象にするべきであるとの意見と②全ての指図権者

を対象にするべきであるとの意見に分かれた。さらに、③将来的には、指

図権者が代理人ではなく本人として株主総会への出席、議決権の行使、株20 

主提案権の行使などをすることを認めることも検討するべきであるとの意

見もあった。このうち、①の意見の理由は、代理人を一律に株主に限定す

る旨の定款の定めの効力が及ぶ範囲をめぐる裁判例の立場が確立されてい

ない現状において部分的な解釈を立法で示すことは適切でなく、今般の見

直しに伴って規律を設けるのは、株式会社から実質株主を確認する制度を25 

創設するのに伴って不可欠な範囲にとどめるべきであるというものである。

また、②の意見の理由としては、㋐会社法に実質株主を把握する制度を創

設するのであれば、単に実質株主側に義務を負わせるだけではなく、その

立場に応じて認められるべき権利を付与するべきであるというものや、㋑

指図権者は議決権の行使について指図をすることができる以上、指図権者30 

が名義株主の代理人として株主総会に出席して議決権を代理行使すること

は、現行法の解釈としても定款によって制限できないと解するべきである

というものなどがあった。 

なお、意見が分かれた中でも、飽くまで中間試案の記載振りとしては、

上記①の意見に基づく規律案を本文に記載した上で、上記②及び③の意見35 

を注に記載することが、今後の議論を促進するという意見が複数あった。
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そこで、本文(2)アでは、上記①の意見に基づいて、この制度を通じて上場

会社が把握した指図権者のみを対象にする規律に改めた上で、注７におい

て、上記②及び③の意見にも言及している。 

 

２ 株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度 5 

  株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度として、次の(1)か

ら(7)までの規律を設けるものとする。 

(1) 金商法第２７条の２３第１項、第２７条の２５第１項又は第２７条

の２６第１項、第２項、第４項若しくは第５項の規定により大量保有

報告書又は変更報告書（上場会社が発行する株券等（金商法第２７条10 

の２３第１項に規定する株券等をいう。以下同じ。）に係るものに限る。

以下「大量保有・変更報告書」という。）を提出しなければならない者

は、その提出期限までに、当該大量保有・変更報告書を、その株券等を

発行する上場会社に提出しなければならない。 

(2) 上場会社は、(1)の規定による大量保有・変更報告書の提出があった15 

日から一定の期間（５年とすることを想定している。）、当該大量保有・

変更報告書をその本店に備え置かなければならない。 

(3) 株主は、上場会社の営業時間内は、いつでも、(1)の規定により提出

された大量保有・変更報告書の閲覧又は謄写の請求をすることができ

る。 20 

(4) (1)の規定による大量保有・変更報告書の提出は、金商法の規定によ

る内閣総理大臣への提出をもってこれに代えることができる。この場

合においては、(2)及び(3)の規定は、適用しない。 

(5) (1)の規定に違反して大量保有・変更報告書（変更報告書にあっては、

軽微な変更（注１）に係るものを除く。）を提出しない又は重要な事項25 

につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠

けている大量保有・変更報告書を提出した者（以下「違反者」という。

（注２））がある場合において、その違反に係る株券等を発行する上場

会社が違反者に対して議決権を有しないものとする旨の通知（以下「議

決権停止通知」という。）をした時から一定の期間（注３）を経過した30 

ときは、違反者が保有（金商法第２７条の２３第３項各号に規定する

権限を有する場合を含む。以下２において同じ。）する当該上場会社の

株式（当該通知後に違反者が保有するに至ったものを含む。）は、違反

者が保有する間、議決権を有しない。ただし、その違反の事実が発生

した日から一定の期間（５年とすることを想定している。）又はその違35 

反に係る大量保有・変更報告書が追完（注４）された日から一定の期
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間（注５）が経過した後は、この限りでない。 

(6) 議決権停止通知は、当該通知に係る違反の内容を明らかにしてしな

ければならない。 

(7) 議決権停止通知をするか否かの決定をするには、取締役会の決議に

よらなければならない。（注６） 5 

（注１）軽微な変更の具体的な範囲については、引き続き検討する。 

（注２）金商法第２７条の２６第１項又は第２項の規定による特例報告については、

特例報告が適用される者は、日常業務を通じて継続反復的に株券等の売買を行

っているため、事務過誤によって通知義務に違反しやすい一方で、重要提案行

為等を行うことを保有の目的とせず、かつ、株券等保有割合（金商法第２７条10 

の２３第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が１０％を超えない（金商

法第２７条の２６第１項及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府

令（平成２年大蔵省令第３６号）第１２条）ことを踏まえて、議決権の停止の

対象となる違反の範囲を限定することの要否について、引き続き検討する。 

（注３）議決権停止通知を受けた者が議決権の行使を許容する仮処分の申立てをし15 

て違反の有無を争う機会を保障するために、議決権停止通知をした時から議決

権の停止の効力が生ずるまでに一定の期間を設けることとしており、その期間

を３週間とする考え方や１か月とする考え方などがある。 

（注４）追完とは、違反者が、違反者に生じた当該株券等に係る大量保有・変更報

告書を提出しなければならない事由のうち、その時点における直近の事由に基20 

づく大量保有・変更報告書を(1)又は金商法の規定により提出することをいう

ことを想定している。 

（注５）追完により議決権の停止の効力が解除されるまでの期間については、制裁

としての趣旨を含むものとして、追完後最初に招集される株主総会の終結の時

までとする考え方や、追完後１年とする考え方などがある。 25 

（注６）議決権停止通知をするか否かの決定を取締役会決議事項とはしない考え方

もある。 

（注７）議決権の停止を株主総会の決議に反映する（例えば、違反者（取り分け、

名義株主でない違反者）が保有する株式について行使された議決権を集計結果

から除外するなど。）ために何らかの手当てをすることの要否について、引き30 

続き検討する。 

（注８）株主総会の前に議決権が停止されなかった場合であっても、例えば、複数

の者が、共同して代表取締役の選定等の提案を行うことを合意し、協調して株

式を取得しながら、故意に大量保有・変更報告書を提出せずに共同保有者であ

ることを秘しつつ、一斉に議決権を行使することにより、株主提案を可決させ35 

たときは、このような状況の下でこれらの違反者がその議決権を行使したこと
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が、株主総会の決議の取消事由になることを想定している。 

 

（補足説明） 

１ 不提出が議決権の停止の対象となる変更報告書の範囲 

第１１回会議では、会社法上の通知義務の対象となる変更報告書の範囲5 

について、保有目的を純投資から重要提案行為等を行うことに変更した場

合など、株券等保有割合の１％以上の増減を伴わない変更事由であっても

会社に対する影響力との関係において重要である変更もあるため、株券等

保有割合の１％以上の増減に係るもののみを通知義務の対象にするのでは

なく、名称や所在地の変更その他の軽微な変更に限って通知義務の対象外10 

とするべきであるとの意見が複数あった。 

この点については、軽微な変更に係る変更報告書の不提出を議決権の停

止の対象とする必要はないことについては概ね意見が一致しているように

思われる一方で、「軽微な変更」の具体的な範囲については、引き続き検討

する必要があると思われる。また、具体的な事案ごとにその範囲を判断す15 

る必要のある定性的な要件となる可能性を考慮すると、重要事項の不記載

と同様に、通知義務の対象自体から除外するのではなく、議決権の停止の

対象となる違反の範囲から除外することが適切であるという考え方もある

ように思われる。 

そこで、規律の記載場所を本文(1)から(5)に移動した上で、議決権の停20 

止の対象となる違反の範囲から軽微な変更に係る変更報告書の不提出を除

くこととし、注１では、軽微な変更の具体的な範囲については、引き続き

検討する旨を注記している。 

２ 議決権停止通知 

第１１回会議では、議決権停止通知について、①違反の内容を明らかに25 

して行うべきであり、この点を明示するべきであるとの意見が複数あった。

また、②㋐迅速な判断を可能にする観点から、議決権停止通知をするか否

かの決定を取締役会決議事項とするべきでないとの意見や、㋑議決権停止

通知をしないことの決定まで取締役会決議事項とすると、違反の疑いがあ

るような状況において議決権停止通知はしないという判断をする場合など30 

にも取締役会決議が必要となるのかどうかが不明確になるなどの懸念があ

るとの意見もあった。 

そこで、本文(6)では、上記①の意見を踏まえ、議決権停止通知は、当該

通知に係る違反の内容を明らかにしてしなければならないこととしている。

また、注６では、上記②㋐及び㋑の意見を踏まえ、議決権停止通知をする35 

か否かの決定を取締役会決議事項とはしない考え方もある旨を注記してい
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る。 

３ その他の変更 

前記１及び２のほかに、第１１回会議における議論を踏まえ、注２、注

３及び注７にその趣旨を明確化する旨の記載を加え、本文(5)では、議決権

の停止の対象となる株式の範囲を画する「保有」という概念について、金5 

商法第２７条の２３第３項各号に規定する権限を有する場合を含むことを

追記して明確化するなどの変更を加えている。 

 

第３ 株主総会のデジタル化に関するその他の検討事項 

１ 書面交付請求制度の見直し 10 

株主総会資料の電子提供制度における書面交付請求制度の見直しに関

し、次のいずれかの案によるものとする。 

【Ａ案】〔一定の移行期間を設けた上で、〕書面交付請求制度を廃止する。 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 

 15 

２ 書面による議決権の行使についての見直し 

書面による議決権の行使についての見直しに関し、次のいずれかの案

によるものとする。 

【Ａ案】取締役（会社法第２９７条第４項の規定により株主が株主総会

を招集する場合にあっては、当該株主）は、株主（株主総会において20 

決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することが

できない株主を除く。）の数が１０００人以上である場合には、会社

法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めなければ

ならない。 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 25 

（注）【Ａ案】による場合には、社債権者集会に関する同種の規律（会社法第７２

６条第１項）についても、同様の見直しをするものとする。 

 

（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、「【Ａ案】による場合であっても、バ30 

ーチャルオンリー株主総会を開催するときは、書面による議決権の行使を可

能とするなどのインターネットを使用することに支障のある株主の利益を確

保するための措置をとる必要があり、当該措置をとらずに電磁的方法による

議決権の行使のみを可能とするときは、バーチャルオンリーではない株主総

会を開催する必要があることを想定している。」との注記を削除している。 35 
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３ 株主総会の招集の電磁的方法による通知についての見直し 

株主総会の招集の電磁的方法による通知に関し、次の(1)から(3)まで

の規律を設けるものとする。 

(1) 上場会社は、株主の承諾を得て、株主名簿に株主の電子メールアド

レスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡を5 

する際に必要となる情報（以下「電子メールアドレス等」という。）を

記載し、又は記録することができる。 

(2) 振替法第１５１条第１項において、振替機関が発行者に対し速やか

に通知しなければならない事項に、「電子メールアドレス等（当該株主

が当該電子メールアドレス等の提供を承諾した場合に限る。）」を加え10 

る。 

(3) 株主名簿に電子メールアドレス等の記載又は記録がある株主に対し

て会社法第２９９条第３項に掲げる方法により通知を発する場合には、

当該株主の承諾を要しない。 

（注）将来的な見直しとして、一定の要件の下、株主の電子メールアドレス等を株15 

主名簿の必要的記載事項とし、株主の承諾を得ずに、書面による通知の発出に

代えて、電磁的方法により通知を発することができるものとする考え方がある。 

 

第４ 「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し 

１ 事前の議決権の行使がされた場合における株主総会の決議の合理化 20 

事前の議決権の行使がされた場合における株主総会の決議の合理化に

関し、いずれも株主総会の開催自体は必要であることを前提として、次

の【Ａ案】若しくは【Ｂ案】のいずれか又は双方によるものとする。 

【Ａ案】事前の議決権の行使により株主総会の決議があったものとみなす

制度として、次の(1)から(3)までの規律を設ける。 25 

(1) 株式会社は、株主総会を招集する場合には、「会社法第２９８条第１

項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合において、株主総会の

目的である事項に係る議案について、事前の議決権の行使により、当

該議案について議決権を行使することができる全ての株主が出席した

場合における株主総会の決議の要件を満たしたときは、事前の議決権30 

の行使の期限を経過した時に当該議案を可決する旨の株主総会の決議

があったものとみなす旨を定めることができる」旨を定款で定めるこ

とができる。 

(2) 株主総会の招集の決定事項及び招集の通知事項として、「会社法第２

９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合において、35 

株主総会の目的である事項に係る議案について、(1)の規定による定款
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の定めに従い株主総会の決議があったものとみなすときは、その旨」

を加える。 

(3) 取締役は、(1)の規定による定款の定めにより株主総会の決議があっ

たものとみなされた場合には、その旨を株主総会に報告しなければな

らない。 5 

（注１）株主総会の目的である事項に係る議案を否決する旨の決議については、同

趣旨の規律を設けるが、株主総会の目的である事項のうち株主総会に報告すべ

き事項に関する報告については、同趣旨の規律を設けないことを想定している。 

（注２）(1)の規定による定款の定めにより株主総会の決議があったものとみなさ

れた場合には、①株主は株主総会において(1)に規定する株主総会の目的であ10 

る事項につき議案を提出することができず、また、②当該決議の成立後の事情

は株主総会の決議取消事由にはならないことを想定している。 

【Ｂ案】株主総会の目的である事項に係る議案について、事前の議決権の

行使の期限までに、事前の議決権の行使（株主総会に出席した株主が

したものを除く。）により、当該議案について議決権を行使することが15 

できる全ての株主が出席した場合における株主総会の決議の要件を満

たした場合には、株主総会の議事によって株主総会の決議の方法が法

令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なときに該当したことは

株主総会の決議取消事由とならない旨の規律を設ける。 

（後注）株主総会の目的である事項に係る議案について、事前の議決権の行使の期20 

限までに、事前の議決権の行使（株主総会に出席した株主がしたものを除く。）

により、当該議案について議決権を行使することができる全ての株主が出席し

た場合における株主総会の決議の要件を満たした場合において、株主総会の議

長がその旨を宣言したときは、当該議案を可決する旨の株主総会の決議があっ

たものとみなすものとする考え方もある。 25 

 

（補足説明） 

１ 柱書の修正 

第１１回会議における議論を踏まえ、【Ａ案】及び【Ｂ案】のいずれも、

株主総会の開催自体は必要であることを前提とする制度であることを明確30 

化している。 

２ 【Ｂ案】の修正 

第１１回会議では、【Ｂ案】において除外する事前の議決権の行使につい

て、「株主総会において当該議決権の行使の内容を変更した株主がしたもの」

とすると、取締役等の説明義務違反によって事前の議決権の行使の内容を35 

変更しなかった株主が相当数に上る場合にも当該説明義務違反が株主総会
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の決議取消事由とならないこととなるが、これは相当でないため、除外す

る事前の議決権の行使を「株主総会に出席した株主がしたもの」に改める

べきであるとの意見があった。この意見を踏まえ、【Ｂ案】を修正している。 

なお、第１１回会議でも示唆があったとおり、実務上、会社提案に賛成

する大株主が株主総会に出席する場合があり、このような株主は株主総会5 

当日に事前の議決権の行使の内容を変更する意向を有しないことから、こ

のような株主の事前の議決権の行使を、【Ｂ案】の基礎となる「事前の議決

権の行使」から除くべきではないとも考えられる。そこで、会社は「株主

が株主総会への参加に際して会社に対し【Ｂ案】の議案について事前の議

決権の行使の内容を変更しない意向（事前の議決権の行使の内容を優先さ10 

せる意向）を示した場合には、当該株主は当該議案について【Ｂ案】括弧

書の『株主総会に出席』をしたことにはならない」という取扱いをするこ

とができる（ただし、株主ごとに当該取扱いをするか否かを区別してはな

らない。）と解することができないかについて引き続き検討する（なお、会

社がこのような取扱いをするために、株主総会の招集の通知等による周知15 

をしなければならないかについて引き続き検討する。）ことが考えられる。 

３ 後注の追加 

第１１回会議では、株主総会の目的である事項に係る議案について、事

前の議決権の行使の期限までに、事前の議決権の行使（株主総会に出席し

た株主がしたものを除く。）により、当該議案について議決権を行使するこ20 

とができる全ての株主が出席した場合における株主総会の決議の要件を満

たした場合において、株主総会の議長がその旨を宣言したときは、当該議

案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすものとする考え方

について様々な意見があり、これを支持する意見も複数あったことから、

後注を追加している。 25 

この考え方は、上記の議長による宣言がされた後は、【Ｂ案】と同様に、

株主総会の議事によって株主総会の決議の方法が法令若しくは定款に違反

し、又は著しく不公正なときに該当したことは株主総会の決議取消事由と

ならないとすることを想定したものである。近時、後注のような議長の宣

言も現行法の解釈として可能であるとの見解がみられるが、当該見解を採30 

る場合であっても、議長の宣言後の説明義務違反等の瑕疵が株主総会の決

議取消事由となり得るという考え方がある。そうすると、上記の規律を創

設したとしても同様に解釈される可能性があり、株主総会の決議取消事由

が生じ得るという問題を回避するためには、【Ｂ案】の規律も併せて設ける

必要があるようにも思われる。なお、第１１回会議では、後注の考え方は、35 

実質的には【Ｂ案】と同様である（【Ｂ案】を採った上で現行法上も行われ
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ることがある議長の株主総会の冒頭における宣言を行うものである）との

意見もあったところである。 

４ 参考 

なお、第１１回会議においては、各案について立場の違いが明確になる

ことが望ましい旨の指摘があった。この指摘を踏まえ、各案の差異を整理5 

すると、次のように整理できないか。 

 

（参考：各案の整理） 

 【Ａ案】 【Ｂ案】 後注の考え方 

株主総会の開催

や株主の質問権 

あり（必須）。 あり（必須）。 あり（必須）。 

決議の成立時点 事前の議決権の行使

の期限を経過した時 

現行法と同様 議長による宣言時

（実務上は株主総会

の冒頭に議長による

宣言がされることが

想定される。） 

会社のメリット ①議事運営次第で株

主総会の決議取消事

由が生じるリスクか

ら解放される。 

②当日の株主による

議案の修正動議がさ

れず、それに対応す

る負担が解消され

る。 

議事運営次第で株主

総会の決議取消事由

が生じるリスクから

解放される。 

議事運営次第で株主

総会の決議取消事由

が生じるリスクから

解放される（ただし、

併せて【Ｂ案】をも

採用する必要がある

よ う に も 思 わ れ

る。）。 

株主のメリット 株式会社と株主との

議論を、形式にこだ

わらない実質的なも

のとする。 

①株式会社と株主と

の議論を、形式にこ

だわらない実質的な

ものとする。 

②基本的には、当日

の審議を踏まえて議

決権の行使や議案の

修正動議が可能。 

株式会社と株主との

議論を、形式にこだ

わらない実質的なも

のとする。 

株主権への制約 ①当日の審議を踏ま

えて議決権の行使を

株主総会の決議取消

事由が生じ得ること

①当日の審議を踏ま

えて議決権の行使を
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することはできなく

なる。 

②株主総会の決議取

消事由が生じ得るこ

とによる株式会社へ

の牽制が効かない。 

による株式会社への

牽制が効かない。 

 

することはできなく

なる。 

②株主総会の決議取

消事由が生じ得るこ

とによる株式会社へ

の牽制が効かない。 

定款の定めの要

否 

当日の審議を踏まえ

て議決権の行使をす

ることはできなくな

るため、定款の定め

を要件として、株主

の意思を問う。 

定款の定めは不要。 定款の定めは不要。 

要件充足性の判

断に際して、株主

総会直前の事情

を踏まえて議決

権行使の内容を

変更する株主の

意思が反映され

るか。 

事前の議決権の行使

の期限以降の株主の

意思は反映されない

が、当該期限を株主

総会直前に定めれ

ば、株主総会直前の

事情を踏まえて議決

権行使の内容を変更

する株主の意思を反

映させることは可

能。 

事前の議決権の行使

をした株主が株主総

会に出席することに

よって、株主総会直

前の事情を踏まえて

議決権行使の内容を

変更する株主の意思

が反映される。 

事前の議決権の行使

をした株主が株主総

会に出席することに

よって、株主総会直

前の事情を踏まえて

議決権行使の内容を

変更する株主の意思

が反映される。 

 

２ 株主総会の書面決議制度の見直し 

株主総会の書面決議制度について、次の規律を設けるものとする。 

取締役又は株主が株主総会の目的である事項についての提案を株主

（当該事項について議決権を行使することができるものに限る。以下２5 

において同じ。）に対して通知した場合において、次の(1)及び(2)のいず

れにも該当するときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があっ

たものとみなす。ただし、当該通知を発した日から１週間以内に異議を

述べた株主があるときは、この限りでない。 

(1) 当該提案につき総株主（当該事項について議決権を行使することが10 

できない株主を除く。）の議決権の１０分の９（これを上回る割合を当

該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権
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を有する株主が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと。 

(2) (1)の意思表示をした株主が株主総会において当該提案に係る決議

に賛成したとすれば株主総会の決議の要件を満たすこと。 

（注）報告事項の報告についても、同様の規律を設けるものとする。 

 5 

３ 社債権者集会の決議があったものとみなす制度の見直し 

社債権者集会の決議があったものとみなす制度に関し、次の【Ａ案】

若しくは【Ｂ案】のいずれか又は双方によるものとする。 

【Ａ案】現に議決権を行使した議決権者（社債権者集会において議決権を

行使することができる社債権者をいう。以下同じ。）の議決権の総額を10 

分母とする多数決による書面決議制度として、次の(1)から(10)までの

規律を設ける。 

(1) 社債発行会社又は社債管理者が社債権者集会の目的である事項につ

いての提案を、知れている社債権者（議決権者に限る。）、社債発行会

社及び社債管理者（社債管理補助者がある場合にあっては、社債管理15 

者又は社債管理補助者）に対して書面により通知した場合において、

当該提案をする者が定める日（当該提案をする者が当該通知を発した

日から２週間を経過した日以後の日に限る。以下【Ａ案】において「同

意期限」という。）までに、当該提案につき、次のア又はイに掲げる事

項の区分に応じ、当該ア又はイに定める者の同意があったときは、同20 

意期限を経過した時に当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議が

あったものとみなす。 

ア 会社法第７２４条第２項各号に掲げる事項 議決権者の議決権の

総額の５分の１以上で、かつ、書面（当該提案をする者が社債権者が

電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき25 

は、書面又は電磁的方法。イにおいて同じ。）によって議決権を行使

した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者 

イ アに規定する事項以外の事項 書面によって議決権を行使した議

決権者の議決権の総額の２分の１を超える議決権を有する者 

(2) 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、(1)に規定する提案をする30 

ことができる。 

ア (3)の規定による請求があった場合 

イ 会社法第７１４条の７において準用する会社法第７１１条第１項

の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合 

(3) ある種類の社債の総額（償還済みの額を除く。）の１０分の１以上に35 

当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債
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管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項についての提案及

び提案の理由を示して、(1)に規定する提案をすることを請求すること

ができる。 

(4) 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、(3)

に規定する社債の総額に算入しない。 5 

(5) 次に掲げる場合には、(3)の規定による請求をした社債権者は、裁判

所の許可を得て、(1)に規定する提案をすることができる。 

ア (3)の規定による請求の後遅滞なく(1)に規定する提案が行われな

い場合 

イ (3)の規定による請求があった日から８週間以内の日を同意期限10 

とする(1)に規定する提案が行われない場合 

(6) (3)の規定による請求又は(5)の規定による提案をしようとする無記

名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社

債管理補助者に提示しなければならない。 

(7) 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、(1)15 

に規定する提案をするには、当該提案をする者は、同意期限の３週間

前までに、(1)に規定する提案を公告しなければならない。 

(8) (7)の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりし

なければならない。ただし、(1)に規定する提案をする者が社債発行会

社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、20 

その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 

(9) (1)に規定する提案をする者は、(1)の通知に際しては、知れている

社債権者（議決権者に限る。）に対し、社債権者集会参考書類及び議決

権行使書面を交付しなければならない。 

(10) 募集事項（会社法第６７６条各号に掲げる事項をいう。以下同じ。）25 

に、「(1)に規定する提案をしないこととするときは、その旨」を加え

る。 

【Ｂ案】全議決権者の議決権の総額を分母とする多数決による書面決議制

度として、次の(1)から(10)までの規律を設ける。 

(1) 社債発行会社又は社債管理者が社債権者集会の目的である事項につ30 

いての提案を、知れている社債権者（議決権者に限る。）、社債発行会

社及び社債管理者（社債管理補助者がある場合にあっては、社債管理

者又は社債管理補助者）に対して書面により通知した場合において、

当該提案をする者が定める日（以下【Ｂ案】において「同意期限」とい

う。）までに、当該提案につき、次のア又はイに掲げる事項の区分に応35 

じ、当該ア又はイに定める者が書面又は電磁的記録により同意の意思
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表示をしたときは、同意期限を経過した時に当該提案を可決する旨の

社債権者集会の決議があったものとみなす。 

ア 会社法第７２４条第２項各号に掲げる事項 議決権者の議決権の

総額の３分の２以上の議決権を有する者 

イ アに規定する事項以外の事項 議決権者の議決権の総額の２分の5 

１を超える議決権を有する者 

(2) 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、(1)に規定する提案をする

ことができる。 

ア (3)の規定による請求があった場合 

イ 会社法第７１４条の７において準用する会社法第７１１条第１項10 

の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合 

(3) ある種類の社債の総額（償還済みの額を除く。）の１０分の１以上に

当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債

管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項についての提案及

び提案の理由を示して、(1)に規定する提案をすることを請求すること15 

ができる。 

(4) 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、(3)

に規定する社債の総額に算入しない。 

(5) 次に掲げる場合には、(3)の規定による請求をした社債権者は、裁判

所の許可を得て、(1)に規定する提案をすることができる。 20 

ア (3)の規定による請求の後遅滞なく(1)に規定する提案が行われな

い場合 

イ (3)の規定による請求があった日から８週間以内の日を同意期限

とする(1)に規定する提案が行われない場合 

(6) (3)の規定による請求又は(5)の規定による提案をしようとする無記25 

名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社

債管理補助者に提示しなければならない。 

(7) 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、

(1)に規定する提案をするには、当該提案をする者は、同意期限の前ま

でに、(1)に規定する提案を公告しなければならない。 30 

(8) (7)の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法により

しなければならない。ただし、(1)に規定する提案をする者が社債発行

会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、

その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 

(9) (1)に規定する提案をする者は、(1)の通知に際しては、知れている35 

社債権者（議決権者に限る。）に対し、社債権者集会参考書類を交付し
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なければならない。 

(10) 募集事項に、「(1)に規定する提案をしないこととするときは、その

旨」を加える。 

（後注１）【Ａ案】及び【Ｂ案】の各(1)の通知及び(9)の交付を、電磁的方法によ

る通知及び必要事項の提供で行うことができることとするか並びにその要件5 

については、引き続き検討する。 

（後注２）無記名社債の社債権者及び振替社債の社債権者が【Ａ案】及び【Ｂ案】

の各(1)の同意をするに当たって必要となる手続については、引き続き検討す

る。 

（後注３）改正法の施行の際現に存する社債に対するこれらの規律の適用について10 

は、引き続き検討する。 

 

（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、表題を「社債権者集会の決議があっ

たものとみなす制度の見直し」に変更するとともに、社債管理補助者及び社15 

債権者が(1)の提案をすることができるのは、社債権者集会を招集することが

できる場合（会社法第７１７条第３項及び第７１８条第３項）と同様の場合

に限定することとしている（【Ａ案】及び【Ｂ案】の各(2)から(6)まで）。 

 

４ キャッシュ・アウトの手続の見直し 20 

株式等売渡請求をすることができる「特別支配株主」に該当する者に

ついて、次の【Ａ案】又は【Ｂ案】のいずれかによるものとする。 

【Ａ案】総株主の議決権の１０分の９以上を有している者に加え、金商法

第２７条の２第６項に規定する公開買付け（マジョリティ・オブ・マ

イノリティ条件の設定を含む一般株主（買収者と重要な利害関係を共25 

通にしない株主をいう。以下同じ。）の利益の確保のための公正な手続

（注）がとられたものに限る。）により総株主の議決権の３分の２以上

を有することとなった者を含める。 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 

（注）一般株主の利益の確保のための公正な手続の具体的内容としては、マジョリ30 

ティ・オブ・マイノリティ条件（一般株主が保有する株式の過半数の応募があ

ることを公開買付けの成立条件とするもの）の設定のほか、①公開買付届出書

に、公開買付けが成立し、総株主の議決権の３分の２以上を有することとなっ

た場合には、株式等売渡請求により速やかにキャッシュ・アウトを行うことが

明記されていることや、②公開買付け後にキャッシュ・アウトを行う際に一般35 

株主に交付される金銭の価格が、公開買付価格に比べて不利益なものでなく、
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その旨が公開買付届出書に明記されていることなどを想定しているが、その他

の手続の要否を含めて引き続き検討する。 

 

第５ 株主提案権に関する規律の見直し 

１ 株主提案権の議決権数の要件の見直し 5 

取締役会設置会社における株主の株主提案権の行使要件のうち、議決

権数の要件（３００個以上の議決権）に関し、次の【Ａ案】又は【Ｂ案】

のいずれかによるものとする。 

【Ａ案】議決権数の要件を廃止する。（注１） 

【Ｂ案】「３００個」という議決権数の要件を、一定の個数（注２）まで10 

引き上げる。（注３） 

（注１）定款の定めがある場合には議決権数の要件を排除することができるものと

する考え方もある。 

（注２）具体的な個数については、「５００個」とする考え方や、今後の投資単位

の引下げ等も考慮して「１０００個」や「１５００個」とする考え方などがあ15 

る。 

（注３）①定款の定めがある場合には「３００個」を一定の個数まで引き上げられ

るものとする考え方や、②【Ｂ案】により「３００個」を一定の個数まで引き

上げた上で、定款の定めにより更に引き上げることができるものとする考え方

もある。 20 

 

２ 株主提案権の行使期限の見直し 

株主提案権の行使期限（株主総会の日の８週間前まで）について、次

の【Ａ案】から【Ｃ案】までのいずれかによるものとする。 

【Ａ案】「８週間」の期間を延長する（１０週間程度を想定している。）。 25 

【Ｂ案】株式会社が一定の時期（株主総会の日の４か月前とすることを

想定している。）までに株主総会の日を株主に対して通知（注１）し

た場合には、株主は、当該株主総会の日の一定の期間（３か月間と

することを想定している。）前までに株主提案権を行使しなければな

らない旨の規律を設ける。（注２） 30 

【Ｃ案】現行法の規律の見直しをしない。 

（注１）上場会社か否かなど、株式会社の類型や規模に応じて、公告をもってこれ

に代えることができるものとすることも含めて引き続き検討する。 

（注２）【Ａ案】の見直しをした上で【Ｂ案】の見直しもする考え方もある。 

 35 

（補足説明） 
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第１１回会議における議論を踏まえ、【Ａ案】の期間について、「９週間又

は１０週間」より幅を持たせた「１０週間程度」という書き振りに改めてい

る。 

また、【Ｂ案】について、株式会社が一定の時期までに株主総会の日を株主

に対して「通知」することに関して、上場会社か否かなど、株式会社の類型5 

や規模に応じて、公告をもってこれに代えることができるものとすることも

含めて引き続き検討する旨を注記している。 

 

第６ その他 

１ 会社法第３１６条第２項に規定する調査者制度の見直し 10 

   会社法第３１６条第２項に規定する調査者（以下「２項調査者」とい

う。）制度の見直しについて、次のいずれかの案によるものとする。 

【Ａ案】会社法第３１６条第２項の規定を維持することを前提として、次

の(1)から(6)までの規律を設ける。 

(1) 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の決定において株主15 

総会の目的である事項として定められた場合に限り、２項調査者の選

任の決議をすることができる。（注１） 

(2) ２項調査者の選任を株主総会の目的である事項として会社法第２９

７条第１項の規定により株主総会の招集を請求する株主（以下【Ａ案】

において「提案株主」という。）は、当該請求に際して、２項調査者の20 

選任に関する議案について、次のアからエまでの事項を取締役に通知

しなければならない。この場合において、提案株主は、当該事項のほ

か、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を取締役に

通知することができる。 

ア 提案の理由 25 

イ 調査の目的である事項 

ウ 候補者に関する事項として法務省令で定める事項（注２） 

エ 次の①又は②に掲げる区分に応じ、当該①又は②に定める事項 

① 報酬等のうち額が確定しているもの その額 

② 報酬等のうち額が確定していないもの その具体的な算定方法 30 

(3) (2)の場合において、取締役（会社法第２９７条第４項の規定により

提案株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該提案株主）は、

株主総会の招集に際して、(2)の規定によって通知された事項を株主に

通知しなければならない。（注３） 

(4) ２項調査者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は35 

記録した書面又は電磁的記録を株式会社に提供して報告をしなければ
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ならない。この場合において、株式会社は、２項調査者の調査に応ず

ることにより株主の共同の利益を著しく害するときは、裁判所の許可

を得て、当該調査に応ずることを拒むことができる。 

(5) 株式会社は、(4)の規定による報告を受けた日から一定の期間（注４）

内に、株主に対し、(4)の書面の写し又は(4)の電磁的記録に記録され5 

た事項を提供して報告をしなければならない。この場合において、株

式会社は、(4)の書面の写し又は当該事項の全部又は一部を株主に提供

することにより株主の共同の利益を著しく害するときは、裁判所の許

可を得て、(4)の書面の写し又は当該事項の全部又は一部を株主に提供

しないことができる。 10 

(6) 会社法第９６０条第１項の特別背任罪の主体に２項調査者を加える。 

（注１）２項調査者の選任に関する株主総会決議の定足数に関し、議決権を有する

株主の議決権の３分の１未満に定款で引き下げることを禁止することについ

ては、引き続き検討する。 

（注２）法務省令で定める事項は、以下の内容を想定している。 15 

① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 

② 候補者と株式会社又は提案株主との間に特別の利害関係があるときは、

その事実の概要 

③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 

④ 候補者の有する当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、20 

株式の種類及び種類ごとの数） 

（注３）株式会社が２項調査者の選任に関する議案を株主総会に提出する場合にも、

(2)の規定に定める事項を株主に通知しなければならない旨を定めることにつ

いては、引き続き検討する。 

（注４）具体的な期間については、例えば、「２週間以内」とすることが考えられ25 

る。 

【Ｂ案】会社法第３１６条第２項の規定を削除した上で、次の(1)から(5)

までの規律を設ける。（注１） 

(1) 会社法第２９７条の規定により招集された株主総会においては、裁

判所に対して株式会社の業務及び財産の状況を調査する検査役（以下30 

「業務検査役」という。）の選任の申立てをする旨の決議をすることが

できる。（注２） 

(2) 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の決定において株主

総会の目的である事項として定められた場合に限り、業務検査役の選

任の申立ての決議をすることができる。 35 

(3) 業務検査役の選任の申立てを株主総会の目的である事項として会社
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法第２９７条第１項の規定により株主総会の招集を請求する株主（以

下【Ｂ案】において「提案株主」という。）は、当該請求に際して、業

務検査役の選任の申立てに関する議案について、次のア及びイの事項

を取締役に通知しなければならない。この場合において、提案株主は、

当該事項のほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事5 

項を取締役に通知することができる。 

ア 提案の理由 

イ 調査の目的である事項 

(4) (3)の場合において、取締役（会社法第２９７条第４項の規定により

提案株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該提案株主）は、10 

株主総会の招集に際して、(3)の規定によって通知された事項を株主に

通知しなければならない。 

(5) (1)の規定による決議があった場合には、提案株主は、会社法第３５

８条第１項の規定にかかわらず、株式会社の業務及び財産の状況を調

査させるため、裁判所に対し、業務検査役の選任の申立てをすること15 

ができる。 

（注１）単に会社法第３１６条第２項の規定を削除する（２項調査者制度を廃止

する）という考え方もある。 

 （注２）裁判所に対する業務検査役の選任の申立てに関する株主総会決議の定足

数については、【Ａ案】の（注１）と同様に、議決権を有する株主の議決権の20 

３分の１未満に定款で引き下げることを禁止することについては、引き続き

検討する。 

 
（補足説明） 

第１１回会議では、２項調査者制度について、①制度の沿革を踏まえると、25 

制度としての趣旨は失われていると考えられることや、②業務調査権限を有

する監査役や業務検査役に加えて、２項調査者の選任を認める必要性は乏し

いことから、２項調査者制度を廃止する案も本文に記載するべきであるとの

意見が複数あった。 

 他方で、第１１回会議では、２項調査者制度が導入された昭和２５年の商30 

法改正時においては、２項調査者制度が不正の疑いがある株式会社が恣意的

な調査を行うおそれへの対抗手段として機能し得ることは想定されていなか

ったと考えられるため、上記①の理由をもって２項調査者制度を廃止するこ

とは困難であるとの指摘もあった。 

そこで、２項調査者制度を廃止する案については、注１において、その旨35 

を注記することとしている。 



 

35 

 
２ 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し 

   株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直しにつ

いて、次のいずれかの案によるものとする。 

【Ａ案】株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者に取締5 

役及び執行役並びに監査役を加える。 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 
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第３部 企業統治の在り方に関する規律及びその他の規律の見直し 

第１ 指名委員会等設置会社制度の見直し 

１ 指名委員会等の権限の見直し 

(1) 指名委員会等設置会社における指名委員会の権限について、次の【Ａ

案】又は【Ｂ案】のいずれかによるものとする。 5 

【Ａ案】指名委員会等設置会社において、取締役会全体で取締役の過半

数が社外取締役である場合には（注１）、取締役の選任及び解任に関

する議案の内容についての指名委員会の決定の内容を取締役会の決

議により変更することができる旨の規律を設ける。（注２） 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 10 

（注１）取締役会全体で取締役の過半数が社外取締役であることのほかにも要件を

設ける必要性については、引き続き検討する。 

（注２）指名委員会の決定の内容を取締役会の決議により変更した場合には、株式

会社はその旨を株主に対して通知しなければならず、また、指名委員会は、株

主総会において意見陳述をすることができることを想定している。 15 

(2) 指名委員会等設置会社における報酬委員会の権限について、次の【Ａ

案】又は【Ｂ案】のいずれかによるものとする。 

【Ａ案】指名委員会について(1)【Ａ案】の規律を設ける場合には、報酬

委員会にも同様の規律を設ける。 

【Ｂ案】現行法の規律の見直しをしない。 20 

（後注）将来的な見直しとして、モニタリング・モデルを指向する会社のための機

関形態の在り方についての全般的な見直しが課題であり、この点については、

①指名委員会等設置会社において取締役会全体で取締役の過半数が社外取締

役であることを義務付けること、②監査役会設置会社及び監査等委員会設置会

社についても執行役の選任を許容すること、③モニタリング・モデルを指向す25 

る会社のための新たな機関形態を創設することなどの考え方がある。 

 

２ 監査委員会の権限等の見直し 

監査委員会の権限等について、次の(1)及び(2)の規律を設けるものと

する。 30 

(1) 指名委員会等設置会社の取締役のうち、執行役を兼ねている取締役

及び業務執行取締役（注）は、監査委員会の議事録の閲覧又は謄写を

することができない。 

（注）監査委員会の議事録の閲覧又は謄写を認めない取締役の範囲については、執

行役を兼ねている取締役及び業務執行取締役に限らず、①監査委員でない全て35 
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の取締役とするとの考え方や、②監査委員でない取締役のうち社外取締役以外

の取締役とする考え方もある。 

(2) 株式会社は、株主総会の決議によって取締役を選任するに際して、

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会（以下「各委員会」という。）

の委員に選定されることが予定されている取締役については、その旨5 

を株主総会参考書類に記載しなければならず、かつ、各委員会の委員

に選定予定の取締役として株主総会参考書類に記載された者が予定さ

れた委員に選定されなかった場合又は当該委員を解職され若しくは辞

任した場合及び各委員会の委員に選定予定の取締役として株主総会参

考書類に記載されていなかった者が各委員会の委員に選定された場合10 

には、その旨及びその理由を事業報告に記載しなければならない。 

（注）監査委員を解職された者又は辞任した者は、その後最初に招集される株主総

会に出席して意見を述べることができるとする考え方もある。 

（後注）常勤の監査委員を選定していない指名委員会等設置会社においては、①監

査委員会の職務を補助すべき常勤の取締役又は使用人（以下「常勤補助者」と15 

いう。）を設置しなければならない旨又は②監査委員会が常勤補助者の設置の

要否を決定することができる旨の規律を設ける考え方もある。 

 

第２ 責任限定契約制度の見直し 

責任限定契約制度の見直しとして、次の１及び２の規律を設けるものと20 

する。 

１ 株式会社が責任限定契約を締結することができる相手方に業務執行取

締役等（会社法第２条第１５号イに規定する業務執行取締役等をいう。

以下同じ。）である取締役及び執行役を加える。 

２ 株式会社と業務執行取締役等である取締役又は執行役との利益が相反25 

する状況にあるときに行われた行為（注１）に基づく当該取締役又は執

行役の会社法第４２３条第１項の責任については、責任限定契約による

責任の限定の対象外とする（注２）（注３）。 

（注１）規定の具体的な文言については、法制的な観点を含めて引き続き検討する。 

（注２）「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」という責任限定契30 

約における現行法上の責任の限定の要件は、業務執行取締役等である取締役及

び執行役にも適用されることを前提にしている。 

（注３）会社法第４２５条又は第４２６条の株主総会の決議又は定款の定めに基づ

く取締役等による責任の一部免除制度については、同趣旨の規律を設けないこ

とを想定している。 35 

（注４）潜脱防止のための追加的な手当ての要否については、引き続き検討する。 
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（補足説明） 

第１１回会議における議論を踏まえ、注２において、「職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないとき」という責任限定契約における現行法上の責

任の限定の要件は、業務執行取締役等である取締役及び執行役にも適用され5 

ることを前提にしている旨を注記するとともに、注１の記載場所を変更して

いる。 

 

第３ 事業報告等及び有価証券報告書の開示の合理化 

  事業報告等及び有価証券報告書の開示の合理化に関し、次の１及び２の10 

規律を設けるものとする。 

１ 上場会社が電子提供措置開始日までに事業報告等（計算書類及び事業

報告並びに連結計算書類をいう。以下同じ。）の開示事項の全てを記載し

た有価証券報告書を提出した場合には、事業報告等を作成することを要

しない。 15 

２ 会計監査人が１の有価証券報告書について金商法に基づく監査をした

場合には、会社法に基づく会計監査人の監査をすることを要しない。 

（注）本文１の見直しをする場合には、有価証券報告書のうちの事業報告等の開示

事項に相当する部分について、事業報告等に関する会社法の規定（本文２の規

定を除く。）を適用することを想定している。 20 
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